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１ 介護休業  

 

１－１ 介護休業の通算取得日数を１年まで、分割５回までとすることは可能

か。 

 

（答） 

通算取得日数も分割回数も法を上回っているので可能である。 

  なお、例えば「介護休業期間通算 93 日、分割５回まで」も｢介護休業期間

通算 120 日、分割３回まで｣もいずれも、｢介護休業 93 日、分割３回｣という

法の基準を上回っているので可能である。 

 

 

１－２ 介護休業について、1回の取得期間を2週間以上とすることは可能か。 

 

（答）  

介護休業の 1 回の取得期間については育児・介護休業法上規定はなく、通

算 93 日までの労働者が申し出た期間取得できることになっているため、１

回の最低取得期間を設けることは認められない。 

  ただし、法を上回る部分について、例えば、 

・93 日を超える部分については１回の取得期間を２週間以上とする 

・分割４回目からは、１回の取得期間を２週間以上とする 

とすることは可能である。 

 

 

１－３ 介護休業の取得について、介護休業開始日から１年以内で上限３回ま

でという限定をつけることは可能か。※1 年以内であれば 365 日取得で

も構わない場合。 

 

（答）  

介護休業の分割取得は、通算 93 日について、具体的な期間の上限等なく

３回までの分割取得を認める制度であるため、通算 93 日とならない場合、

介護休業開始日から１年を超えたとしても２回目以降の取得は可能であるこ

とから、介護休業開始日から１年以内で上限３回までと限定をつけることは

認められない。 
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１－４ 改正法施行前に、通算 93 日の介護休業を取得しているが、取得回数

は３回に満たない場合、改正法施行後、同一の対象家族について、新た

に介護休業を取得することはできるか。 

 

（答）  

通算 93日という法定の上限日数を既に取得しているので、改正法施行後、

同一の対象家族について新たに介護休業を取得することはできない。 

 

 

１－５ 改正法施行前に、３回の介護休業を取得しているが、取得日数は通算

93 日に満たない場合、改正法施行後、同一の対象家族について、新たに

介護休業を取得することはできるか。 

 

（答）  

３回という法定の上限回数を既に取得しているので、改正法施行後、同一

の対象家族について新たに介護休業を取得することはできない。 

 

 

１－６ 改正法施行前に、介護休業１回（30 日）と介護勤務時間短縮等の措置 

63 日の合わせて 93 日制度を利用している場合、改正法施行後、介護休

業を新たに取得できるか。 

 

（答）  

改正法施行後、同一の対象家族について通算 63 日まで、残り２回を上 

限として分割して介護休業を取得することができる。 

 

 

１－７ 要介護状態の判断基準について法定より緩やかな基準をもとに介護休

業を取得した場合、通算 93 日の取得日数や、上限３回の取得回数のカ

ウントに含めてよいのか。 

 

（答）  

法を上回る運用の下で取得した介護休業は、取得日数や、取得回数のカウ 

ントに含めて差し支えないが、労働者への説明・周知を十分に行うことが求 

められる。 
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１－８ 介護保険の要介護状態区分では要介護１以下と判定されているが、労

働者が常時介護を必要とする状態に関する判断基準を満たすと労働者が

主張する場合には、どのように取り扱うべきか。 

 

（答）  

「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の表に照らして判断でき 

る場合には、要介護状態となる。 

 

「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」はこちら 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidou

kateikyoku/0000145708.pdf 

 

 

２ 選択的措置義務  

 

２－１ 選択的措置義務として介護のための時短措置を設ける場合は、利用開

始から３年の間で２回以上できるようにしなければならないのであれば、就

業規則で｢３年の間で２回までの範囲で利用できる｣としても法を満たすとい

うことか。 

 

（答） 

法律上、事業主は選択的措置義務を３年の間で２回以上利用できるように

措置しなければならない。 

  したがって、法律上の最低限の義務を果たす場合の規定は｢３年の間に２回

まで（上限２回）｣となる。 

  もちろん、法を上回る措置を導入し、｢３年の間で３回まで｣｢３年の間で何

回でも｣と規定することは、労働者がより仕事と介護との両立をしやすくなる

ための措置として望ましい。 

 

※問２－９も参照。 
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２－２ 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、２回以上の利用が可能

な措置としなければならないが、何回でも利用可能とした上で、１回に申

出できる期間の上限（１回につき最大１年間まで等）を事業主が設定して

もよいか。 

 

（答） 

１回に申出できる期間については育児・介護休業法上規定はなく、制度利

用開始日から３年間以上の期間、２回以上の利用が可能な制度となっていれ

ば、１回に申出できる期間の上限を事業主が設定しても差し支えない。 

 

 

２－３ 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、連続する３年間以上の

期間における措置を講じることとされているが、改正法施行前に既に介護

のための所定労働時間短縮等の措置を利用した労働者については、「３年間

以上の期間」の起算点はいつになるのか。 

 

（答） 

介護のための所定労働時間の短縮等の措置については、改正法施行日前の

労働者の利用状況に関わらず、利用開始日から連続する３年間以上の期間講

じる必要がある。したがって「３年以上の期間」の起算点は、すでに利用実

績があった場合でも、改正法施行日の平成 29 年１月１日以降初めて制度の

利用を開始する日として労働者が申し出た日となる。 

 

 

２－４ 選択的措置義務の１つである介護のための時短措置を企業が講じてい

る場合、３年間継続的に制度を利用することは可能か。 

 

（答） 

  可能である。 

 

２－５ 選択的措置を講じるに当たって、初めの１年は短時間勤務、残り２年

はフレックス勤務とする等、３年の中で講じる措置の内容を変えることは

可能か。 

 

（答） 

  可能である。 
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２－６ ｢育児・介護休業等に関する規則の規定例（簡易版）｣のｐ９によれば、

事業主が選択的措置義務として介護のための時短措置を設ける場合、｢対象

家族１人につき介護休業とは別に、利用開始から３年の間で２回以上でき

るようにしなければなりません。｣とされているのに、ｐ８の規定例（第９

条第３項）では｢３年の間で２回までの範囲で｣となっているのはどういう

趣旨か。 

 

（答） 

  法律上、事業主が講じる介護のための選択的措置については、３年以上の

期間で２回以上利用できるような制度としなければならない。 

  したがって、法律上の最低限の義務を果たす場合の規定は規定例で示した

ように、｢３年の間に２回まで（上限２回）｣となる。 

  もちろん、｢３年の間で３回まで｣｢３年の間で何回でも｣等、法を上回る規

定することは、労働者がより仕事と介護との両立をしやすくなるための措置

として望ましい。 

 

 育児・介護休業等に関する規定の規定例〔簡易版〕はこちら 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_08_01

.pdf 

 

 

２－７ 管理職について、介護のための所定労働時間短縮等の措置を講じる必

要はあるのか。 

 

（答） 

  法第 23 条第３項の介護のための所定労働時間短縮措置等の措置義務（選

択的措置義務）の趣旨は、働きながら介護を続けるために労働時間を工夫す

る、介護のために自由になる時間を捻出することにある。 

このため、所定労働時間の短縮、時差出勤、フレックスタイム制度が選択

肢として列挙されているのであり、業務の性質上これらの措置が困難な場合

のために、介護サービス費用の助成という選択肢が用意されている。 

 管理職のうち労基法第 41 条第２号に定める管理監督者については、労働

時間等に関する規定が適用除外されており、自ら労働時間管理を行うことが

可能な立場にあることから、法第 23条第３項の措置を講じる必要性はない。 

  なお、労基法第 41 条第２号に定める管理監督者については、同法の解釈

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_08_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_08_01.pdf
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として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあ

る者との意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとさ

れている。このため、職場で｢管理職｣として取り扱われている者であっても、

同号の管理監督者に当たらない場合は、選択的措置義務を講じる必要がある。 

 

 

 

２－８ 裁量労働制が適用されている業務に従事する者について、介護のため

の所定労働時間短縮等の措置を講じる必要はあるのか。 

 

（答） 

  法第 23 条第３項の規定により労使協定等により対象外とされた労働者を

除き、対象となる。 

 裁量労働制の適用を受けている者は、選択的措置義務の 1 つである時差出

勤が可能になっていると考えられ、これにより、介護との両立が可能になっ

ていれば、事業主としての義務は果たしていると考えられる。 

 ただし、他の労働者に対して、所定労働時間の短縮措置を講じているので

あれば、裁量労働制の適用者もこの措置を使えるようにすることが望ましい。 

この場合、２つの方法が考えられる。 

①  労働者を裁量労働制の対象から外し、通常の労働者の労働時間管理を

行うこととした上で、所定労働時間の短縮措置等の対象とする。 

②  労働者を裁量労働制の対象としつつ、所定労働時間の短縮措置等の対

象とする。 

このうち、②とする場合は、以下に留意すること。 

 ・ 事業主は、制度を設けるだけではなく、実際に短時間勤務ができること

を確保することが必要であること。このため、事業主は、必要に応じ、み

なし労働時間を短縮するとともに業務内容・量の削減などを行い、実際に

短時間勤務ができることを確保することが必要であり、単にみなし労働時

間を短縮するだけで、常態として短時間勤務が実現されていない場合は、

事業主の義務を果たしたとは評価されないこと。ただし、裁量労働制にお

いては、時間配分の決定に関して具体的な指示をすることはできないこと

に留意すること。 

・  みなし労働時間を変更する場合は、労働基準法第 38 条の３に基づく労

使協定又は第 38 条の４に基づく労使委員会決議を変更する必要があるこ

と。 
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２－９ 介護のための所定労働時間の短縮措置について、就業規則で「３年の

間で２回までの範囲で利用できる」とした上で、１回に申し出る期間につ

いて下限（１回につき１ヶ月以上等）を設定し、２回目の取得を希望する

期間が下限より短い期間である場合に申出を拒んでもよいか。 

 

（答） 

  １回に申出できる期間については育児・介護休業法上規定はなく、制度利

用開始から３年以上の期間で２回以上の利用が可能な制度となっていれば、

１回に申出できる期間の下限を事業主が設定しても差し支えない。 

  したがって、上記問のような制度の下で、２回目の取得を希望する期間が

下限より短い場合に申出を拒んだとしても育児・介護休業法違反とはならな

いが、労働者が継続できるよう柔軟な運用をすることが望ましい。 

 

※問２－１も参照。 

 

 

２－１０ 介護サービスの費用の助成については、「２回以上の利用ができるこ

とを要しない」とされていることから、介護サービスの利用開始の日から

３年間に利用したもののうち、１回分のみ費用を助成する制度としてもよ

いか。 

 

（答） 

  介護のための所定労働時間短縮等の措置は、「労働者の申出に基づく連続す

る３年の期間以上の期間」講ずる必要があることから、介護サービス費用の

助成制度で措置する場合は、助成措置の対象となる期間を３年以上とする制

度とする必要がある。 

また、「２回以上の利用ができることを要しない」というのは、助成措置の

対象となる期間が３年以上担保されていれば、支払いは一括としても差し支

えないという助成回数のことであり、介護サービスの利用回数のことではな

い旨留意されたい。 

したがって、上記問のような制度は助成措置の対象となる期間を３年以上

とする制度となっていないため、認められない。 
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３ 子の看護休暇／介護休暇   

 

３－１ 労使協定で半日の単位を午前３時間・午後５時間とするような場合、

かつ当該休暇が無給の場合の賃金計算は、１日分の１／２としてよいのか、

あるいは実際の欠勤時間分の控除でないといけないのか。 

 

（答） 

賃金控除は実際の欠勤時間分としなければならない。 

  なお、実際の欠勤時間分を下回る時間数を控除することは差し支えない。 

 

 

３－２ 所定労働時間数が８時間のところ、労使協定により、半日の単位を、

午前３時間、午後５時間とした場合に、午前３時間を２回取った時はトータ

ル６時間だが、それでも１日分を取得したことになるのか。 

  その場合、賃金計算はどのようにすればよいか。 

 

（答） 

半日単位で２回取得しているので、１日分取得したこととなる。 

休暇が無給の場合において、賃金計算については、３時間の控除を２回行

うこととなる。 

 

３－３ 既に社内規則で子の看護休暇・介護休暇の半日単位取得を導入してい

る場合でも、所定労働時間の１／２とは異なる時間を半日としている場合に

は、改めて半日単位取得の時間数について労使協定を結ぶ必要があるのか。  

 

（答） 

育児・介護休業法施行規則第 34 条第２項において、労使協定の締結を要

件としているため、労使協定で①対象となる労働者の範囲、②取得の単位と

なる時間数、③休暇１日当たりの時間数について定める必要がある。 
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３－４ 時間単位で取得できる制度を設けている事業所であってもさらに半日

単位で取得できる制度を設けることが必要か。 

 

（答） 

時間単位での取得が可能な制度があり、当該制度が全ての労働者に適用さ

れている場合は、すでに法を上回る内容となっているため、半日単位取得に

ついてさらに定めることは必要ない。 

 

 

３－５ 労使協定を締結することにより、１日の所定労働時間の２分の１以外

の時間数を「半日」とすることができるが、｢始業時間から昼休みの前まで｣

「昼休み後から終業時間まで」のような定め方はできるか。 

 

（答） 

原則として、労使協定で、取得の単位となる時間数を定める必要があるが、

所定労働時間の定めが細分化されているなど、どうしてもこれに依りがたい

場合に、個々の労働条件通知書等で、具体的な時間数について明記している

ことの確認ができ、時間数を定めたことと同様の効果があると考えられる場

合は、上記のような規定についても時間数を定めたと見なして差し支えない。 

なお、取得の単位となる時間数は、１時間に満たない端数があってもよい。 

 

＜労使協定例＞ 

労働条件通知書を交付されている従業員が、子の看護休暇、介護休暇を取

得するときの取得の単位及び休暇１日当たりの時間数は以下のとおりとする。 

１ 労働条件通知書に明記された始業時刻から昼休憩開始時刻まで、昼休

憩終了時刻から終業時刻までをそれぞれ半日とし、具体的な時間数は個々の

労働契約によることとする。 

２ 休暇１日あたりの時間数は、個々の労働契約に基づく１日の所定労働

時間数とする。 
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３－６ 労働基準法に基づく年次有給休暇は、労使協定を締結すれば５日分を

限度として時間単位で取得できる。 

それと同様に考えれば、子の看護休暇や介護休業の半日休暇は対象家族

が 2 名以上であれば 10 日取得できるが、半日休暇は５日まで認めればい

いのか。 

 

（答） 

育児・介護休業法上の介護休暇の半日休暇については、原則として、対象

家族１人であれば年５日、対象家族が２人以上であれば年 10 日すべて半日

取得も可能とすることが必要である。 

 年次有給休暇は日単位での取得が原則であるが、仕事と生活の調和を図る

観点から、年次有給休暇を有効に活用できるようにするため、労使協定によ

り、５日を限度として時間単位付与を可能としたものである。 

これに対して、介護休暇については半日単位の取得を、ケアマネージャー

との打合せ、通院の付き添い等、１日の休暇を要しない場合も想定されるこ

とから、より柔軟に休暇取得できるように認めるものであり、半日単位で取

得できる回数に制限があるものではない。年５日付与されている者であれば、

最大 10 回まで、年 10 日付与されている者であれば、最大 20 回まで半日取

得を可能とする必要がある。 

 

 

３－７ 労使協定で、交替制勤務による業務のうち夜勤の時間帯に行われる業

務のみを「半日単位取得が困難な業務」とすることは可能か。 

 

（答） 

可能である。 

労使協定を締結し、「交替制勤務のうち、夜勤勤務に当たる時間帯に行われ

る業務」を半日単位取得が困難な業務とすることが考えられる。 

なお、労使で工夫して、より多くの労働者が半日単位取得できるようにす

ることが望ましい。 

 

３－８ 半日の時間数の算出根拠である、「1 日所定労働時間数」について、日

によって所定労働時間数が異なる場合は、どのように算定するのか。  

 

（答） 

年間の所定労働時間の総計 ÷ 年間の所定労働日数 
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３－９ すでに半日単位で取得できる規定はあるが、時間数が１日の所定労働

時間の１／２となっていない時に、労使協定を締結していない場合は、ど

のように対応すればよいか。 

 

（答） 

１日の所定労働時間の１／２以外の時間数を半日と定める労使協定を締結

するまでは、法に基づき１日の所定労働時間の１／２の単位で取得できるこ

とから、申出があれば取得させることとなる。 

 

 

 

３－１０ 裁量労働制の適用される業務に従事する労働者は、子の看護休暇・

介護休暇を半日単位で取得できるか。 

 

（答） 

取得できる。（育児・介護休業法第 16 条の３第２項に基づき、労使協定で

除外された労働者を除く。） 

裁量労働制の適用される業務に従事する労働者が半日単位で取得する場合

の時間数は、所定労働時間（１時間に満たない端数がある場合には、端数を

切り上げ）の１／２となる。 

 

 

 

３－１１ 事業場外労働のみなし労働時間制が適用される業務に従事する労働

者は子の看護休暇・介護休暇を半日単位で取得できるか。 

 

（答） 

取得できる。（育児・介護休業法第 16 条の３第２項に基づき、労使協定で

除外された労働者を除く。） 

事業場外労働のみなし労働時間制が適用される業務に従事する労働者が半

日単位で取得する場合の時間数は、所定労働時間（１時間に満たない端数が

ある場合には、端数を切り上げ）の１／２となる。 
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３－１２ 変形労働時間制が適用される労働者は子の看護休暇・介護休暇を半

日単位で取得できるか。 

 

（答） 

取得できる。（育児・介護休業法第 16 条の３第２項に基づき、労使協定で

除外された労働者を除く。） 

変形労働時間制が適用される労働者が半日単位で取得する場合の時間数は、

変形期間における１日平均所定労働時間（１時間に満たない端数がある場合

には、端数を切り上げ）の１／２となる。 

 

 

３－１３ フレックスタイム制が適用される労働者は子の看護休暇・介護休暇

を半日単位で取得できるか。 

 

（答） 

取得できる。（育児・介護休業法第 16 条の３第２項に基づき、労使協定で

除外された労働者を除く。） 

フレックスタイム制が適用される労働者が半日単位で取得する場合の時間

数は、労使協定で定めた基準となる１日の労働時間（１時間に満たない端数

がある場合には、端数を切り上げ）の１／２となる。 

 

 

 

３－１４ １日の所定労働時間（１時間に満たない端数がある場合は１時間に

切り上げる）の２分の１を半日とし、始業時刻から連続、又は終業時刻ま

で連続して設定しようとする場合、所定労働時間が８:３０～１７:００（休

憩１２:００～１３:００）の７時間３０分の企業では、始業時間から４時

間取得すると休憩時間に差し掛かってしまうが、どのように設定すればよ

いのか。 

 

（答） 

労務提供義務のない休憩時間に休暇を重ねて請求する余地はないため、休

憩時間を除いた、実所定労働時間でみて、始業時刻から連続、又は終業時刻

まで連続して半日単位で休暇を取得できるように規定することとなる。上記

企業においては、8:30～12:00 及び 13:00～13:30 の４時間又は 13:00～17:00

の４時間となる。 
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３－１５ 所定労働時間が８時間である会社において、育児のための所定労働

時間短縮制度を利用して、所定労働時間が６時間となっている労働者が、

子の看護休暇を半日単位で取得する場合、半日の時間数は短縮前の所定労

働時間の２分の１（４時間）か、それとも短縮後の所定労働時間の２分の

１（３時間）となるのか。 

 

 

（答） 

短縮後の所定労働時間の２分の１（３時間）となる。 
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４ 有期契約労働者の育児休業の取得要件  

 

４－１ 契約期間が相当に短い者（２ヶ月、３ヶ月）であっても、申出時点で

過去１年以上継続雇用されており、子が１歳６ヶ月になるまでに雇用契約

がなくなることが確実でなければ、育児休業の対象となるのか。 

 

（答） 

育児休業の対象となる。 

 

４－２ 有期契約労働者が、改正法施行日以降を育児休業の開始予定日とする

申出を、改正法施行日より前に行った場合、育児休業の取得要件は、改正前

後いずれで判断するのか。 

 

（答） 

有期契約労働者が育児休業の取得要件を満たすか否かは、申出時点で判断

することとなるため、質問のような場合は、改正前の育児・介護休業法によ

る取得要件を満たさなければ育児休業を取得することはできない。 

 

４－３ ｢育児・介護休業等に関する規則の規定例（簡易版）｣のｐ２では、有

期契約労働者の育児休業取得要件は 

一 入社１年以上であること 

二 子が１歳６ヶ月になるまでに労働契約期間が満了し、更新されないこ

とが明らかでないこと 

とあるが、二の要件については、どういう趣旨なのか。 

 

（答） 

育児休業の対象となる有期契約労働者は、申出時点で、同一の事業主に引

き続き１年以上雇用されている者が該当するが、二の要件により、雇用継続

の可能性として、「子が１歳６ヶ月になるまでに労働契約期間（労働契約が更

新される場合にあっては、更新後のもの）が満了し更新されないことが明ら

かである者を除く」という趣旨である。 

二の要件については、記載としては以下のような書き方も考えられる。 

○ 子が１歳６ヶ月になるまでに労働契約期間が満了することが明らかで

ないこと、また、子が１歳６ヶ月になるまでに労働契約期間が更新され

ないことが明らかでないこと 

○ 子が１歳６ヶ月になるまでに労働契約期間（労働契約期間が更新され
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る場合にあっては更新後のもの）が満了することが明らかでないこと 

 

育児・介護休業等に関する規定の規定例〔簡易版〕はこちら 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_08_

01.pdf 

 

 

 

５ 育児休業等の対象となる子の範囲 

 

５－１ 育児休業の対象となる子の範囲が特別養子縁組の監護期間中の子、養

子縁組里親に委託されている子等に拡大されるが、子の看護休暇、育児の

ための所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、短時間勤務

の対象となる子の範囲も同様か。 

   また、介護休業等の対象となる子の範囲は変更されないのか。 

 

（答） 

子の看護休暇、育児のための所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜 

業の制限、短時間勤務の対象となる子の範囲も同様である。 

 介護休業等の対象となる子の範囲については、法律上の親子関係がある子 

から変更はない。 

 

 

５－２ 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子に

ついて、その関係について証明する書類としてはどのようなものがあるの

か。 

 

（答） 

特別養子縁組の監護期間にある子に関しては｢家庭裁判所等の発行する事

件係属証明書｣、養子縁組里親に委託されている子に関しては｢委託措置決定

通知書｣を、これらに準ずる子に関しては｢児童相談所長の発行する証明書｣

を想定している。 

 

  

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_08_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_08_01.pdf
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６ 介護のための所定外労働の制限 

 

６－１ 管理職は所定外労働の制限の対象となるか。 

 

（答） 

管理職のうち、労働基準法第 41条第 2号に定める管理監督者については、

労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、所定外労働の免除

の対象外となる。 

  なお、労働基準法第 41 条第 2 号に定める管理監督者については、同法の

解釈として、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場

にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであると

されている。このため、職場で｢管理職｣として取り扱われている者であって

も、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定外労働の免除の対象とな

る。 

 

 

６－２ 介護のための所定外労働の制限が適用される期間であっても、労働者

の希望により残業させてもかまわないか。 

 

（答） 

  所定外労働の免除が適用される期間であっても、労働者が一時的に介護の

ために早く退社する必要がなくなった期間等について、労働者の真の希望に

基づいて残業を行わせることは差し支えない。 

 

 

７ その他 

 

７－１ 育児と介護のダブルケアという問題を聞くが、どれくらいの人が実施

しているのか。 

 

（答） 

  晩婚化・晩産化等を背景に、育児期にある者(世帯)が、親の介護も同時に

担う、いわゆる｢ダブルケア｣問題が指摘されるようになった。 

  内閣府が発表した｢育児と介護のダブルケアの実態に関する調査｣（内閣府

委託調査：株式会社 NTT データ経営研究所実施）（注 1）によれば、ダブル

ケアを行う者の人口は約 25 万人と推計されている（注 2）。 
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  ダブルケアを行う者の平均年齢は、男女ともに 40 歳前後である。また、

就業状況を見ると、ダブルケアを行う女性の半数、男性の約９割が有業者で

ある。 

 

（注 1）｢育児と介護のダブルケアの実態に関する調査｣（内閣府委託調査：株

式会社 NTT データ経営研究所実施） 

○調査報告書のポイント 

http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/pdf/ikuji_point.pdf 

○調査報告書 

http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/wcare_research.html 

 

（注 2）総務省｢就業構造基本調査｣平成 24 年より内閣府にて特別集計 

 

７－２ 育児と介護のダブルケアを行う者に対して、企業としてどのような対

策が必要か。 

 

（答） 

 株式会社 NTT データ経営研究所の調査によれば（注）、ダブルケアを行う

者が勤め先の支援策のうち、｢最も充実してほしい｣と回答したのは、男女と

も｢子育てのために一定期間休める仕組み｣であった。 

これ以外に、男性で多かったのは、「介護のために一定期間休める仕組み」

｢介護のために一日単位で休める仕組み｣、女性で多かったのは、「介護のため

に一定期間休める仕組み」「柔軟な労働時間制（フレックスタイム制等）」「休

暇・休業を取得しやすい職場環境の整備」であった。 

 今回の育児・介護休業法の改正では、 

① 介護休業の分割取得 

② 介護休暇、子の看護休暇の半日単位での取得 

③ 介護のための所定労働時間の免除 

④ フレックスタイム制度を選択肢に含む選択的措置義務を利用開始から

３年間で２回以上利用可能な制度に 

等、上記調査で求められている支援策を含む内容としたところである。 

 企業におかれては、育児・介護休業法の内容を含む育児・介護との両立の

ための制度を労働者に周知頂くとともに、制度を利用しやすい環境を作って

頂くことが必要であると考えている。 

（注）インターネットモニター調査｢育児と介護のダブルケアに関するアンケー

ト｣（平成 28 年２月実施） 


